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男女共同参画計画  

（改定案） 

資料２-１
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1 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず「男は仕事・女は家

庭」「男性は主要な業務・女性は補助的業務」など、男性、女性という性別を理由として、固定的な考え方によ

り役割分担を決めること。 
2 「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別がある一方、社会によっ

て作り上げられた「男性像」「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性

別」（ジェンダー/gender）という。 
3 恋愛感情や性的感情を抱く対象となる性別を示す概念のこと。異性、同性、両性いずれに向く人や、どのよう

な性別にも恋愛感情や性的感情を抱かない人などもいる。 
4 自分の性をどのように認識しているかということ。生物学的な性別と一致する人、一致しない人のほか、「ど

ちらでもない」どちらの性別かわからない」などの認識を持つ人もいる。性自認ともいう。 
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5 2015 年（平成 27 年）9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載さ

れた 2030 年 までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標であり、17 のゴール・169 のターゲットから

構成される。 
6 個人が自分自身の力で問題や課題を解決できる社会的技術や能力をつけること 
7 ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのために活動する国連機関。 
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8 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律により、都道府県に設置が義務づけられている DV

被害者救済のための拠点施設 
9 性的少数者のカップルに対し、自治体が公的な書類を交付する制度。 
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男女共同参画 
社会基本法 

 女性の職業生活に 
おける活躍の推進に 

関する法律 

配偶者からの暴力の 
防止及び被害者の保護等に関

する法律 

困難な問題を抱える 
女性への支援に関する 

法律 

埼玉県男女共同参画基本計画 

配偶者等からの暴力防止 
及び被害者支援基本計画 

女性活躍推進法の 
都道府県計画 

埼玉県困難な問題を抱える 
女性支援基本計画 

埼玉県 国 

第４次男女共同参画基本計画 

配偶者からの暴力の防止及び 
被害者の保護等のための 

施策に関する基本的な方針 

女性の職業生活における活躍の 
推進に関する基本方針 

困難な問題を抱える女性への 
支援のための施策に関する 

基本的な方針 

第４次越谷市 
男女共同参画計画 

越谷市女性活躍 
推進計画 

越谷市ＤＶ対策 
基本計画 

越谷市困難女性 
支援基本計画 

総合振興計画 

越谷市 
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 意見表明 
 施策の改善 
 勧告 

 調整 
 あっせん 
 是正の要請 
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10 誰もが潜在的にもっている思い込みや偏ったものの見方のこと。育つ環境や集団の中で無意識のうちに脳にき

ざみこまれ、既成概念、固定観念となっていくもの。 
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